
開催セミナーのご案内 

※労務セミナー 同一労働同一賃金の対応について※ 

平成 29 年 9 月 21 日(木)     会場：パートナーズ PLAZA   講師：髙野 洋子 

会費：無料  定員：30 名   お問い合わせ：0258-36-2685 

※内容のご質問等については、TEL 0258-36-2685  担当 柳森・鈴木 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ http://www.3d-m.jp/n_contents/stopform.html からお願いします。

・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 

 

＜税務＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ワンポイント 通信 
第３７１号 ２０１７年９月１日発行

E-mail pro@3d-m.jp  Web http://www.3d-m.jp/ 

TEL 0258-36-2685    FAX 0258-35-2820 
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＜医療費控除＞ 
領収書の取扱が変わります 

自
分
で 

保
存 

 

 

これからは・・・

 平成 年分 医療費明細書 
 

     

 

明細書の添付 

①医療費控除、セルフメディケーション税制の適用を受ける際に添付する書類医療費又は医薬品購入費の「領収書」⇒「医療費等の明細書」「医療保険者等の医療費通知書」②確定申告期限から５年間の領収書保存③「医療保険者等の医療費通知書」を申告書に添付する場合、領収書の保管も不要

①平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後提出する場合に適用②経過措置で平成29年分～平成31年分は明細書等を提出せず領収書の添付又は提示でも可能。

http://www.3d-m.jp/n_contents/kome.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/onepoint_2017.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/q-a.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/fmonepoint.html



